
補五十：！？こ特説書式

昭和28年法悌第155号附則鄭24魚の3又は郷29条の2

の規定に偏る陶蹴に倒する恒明信

｛氏名）

上総の者i誌、公鵜飼としての砿繍中の職務に側捜して1a恩給法的特例は

関する｛中の柵蹴に間十る能簡｛附fD27俸給神第20 5 .. す） ＇とよる a'l1E削の I ~ 

lfl恩給措の特例に捌する件（昭和2 1 年勅令都68 時）鱗8~鱗 l 積の織定

iこS車場し、 tr.“ 月 白から 年 月 日までの閑

拘鱗されていfたこと事：Iii：制する牽

tド JI 翻

（法務大臣又は厚生労働大臣） 印


